
平成 26 年５月 12 日 

各  位 

山形県山形市あこや町三丁目８番９号 

株 式 会 社 ヤ マ ザ ワ 

代表取締役社長 板垣 宮雄 

 

招集通知記載事項招集通知記載事項招集通知記載事項招集通知記載事項のののの一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成26年５月12日に送付致しました、当社「第52期定時株主総会招集ご通知」の記載事

項に一部訂正がございました。深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもっ

て下記のとおり訂正させていただきますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

訂正箇所訂正箇所訂正箇所訂正箇所  訂正箇所は、下線を付して表示しております。    

 

・３３３３頁頁頁頁  議決権行使についてのご案内 

 ［インターネットによる議決権の行使の場合］ 

 

（訂正前） 当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/または、

https://daiko.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき 

 

（訂正後） 当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com （削除） ）

にアクセスしていただき 

 

 

・38383838 頁頁頁頁  ［連結注記表］ 

 ８．企業結合に関する注記 

  ⑷ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 

（訂正前） ①発生したのれんの金額   551,591 千円 

 

（訂正後） ①発生したのれんの金額   550,591 千円 

 

 

・53535353 頁頁頁頁～～～～54545454 頁頁頁頁  インターネットによる議決権行使のご案内について 

※２頁分すべて、次頁のとおり訂正させていただきます。 

 

 



（訂正後） 

 

１ インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項 

 

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使してい

ただきますよう、お願い申し上げます。 

 

１） インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

（http://www.it-soukai.com）をご利用いただくことによってのみ可能です。本書

同封の議決権行使書用紙右下に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を

ご利用のうえ、画面の案内に従ってご行使ください。 

 

２） 上記により議決権行使ウェブサイトにアクセスされますと、株主様ご本人にお決め

いただく新しいパスワードが必要となります。 

 

３） インターネットによる議決権の行使期限は、平成 26 年５月 28 日（水曜日）午後６

時 15分です。期限時刻までに議決権の行使を完了する必要がありますのでご注意く

ださい。 

 

４） 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネット

の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。また、インターネットで複数回、

議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。 

 

５） インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご

負担となります。 

 

（ご注意） 

・パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本総

会終了まで大切に保管ください。パスワードに関するお電話等によるご照会にはお答

えいたしかねます。 

 

・今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。

次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。 

 

・パスワードを一定回数以上間違えて入力されますと、ロックされ使用できなくなりま

す。ロックされてしまった場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 

 

・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行なって

おりますが、ご使用の機器によってはご利用いただけない場合もございます。 

 

２ お問い合わせ先について 

１） インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お

問い合わせ先 

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 

電話 ０１２０－７６８－５２４（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９：００～２１：００ 土日休日を除く） 

 

２） 上記１）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先 

みずほ信託銀行 証券代行部 

電話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９：００～１７：００ 土日休日を除く） 

以上 


